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島根県社会福祉団体連絡協議会並びに島根県市町村社会福祉協議会会長会

では、令和５年度に向けた本県の社会福祉政策について次のとおり提言・要望

をいたしますので、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【提言・要望事項】 
 

１． 地域共生社会の実現に向けた基盤の強化 
 

（1）全市町村での包括的支援体制の構築に向けた支援 

（2）交流拠点としての「子ども食堂」の設置促進 
 

 

２． 総合的な権利擁護体制の確立 
 

（1）地域における成年後見制度の利用促進に向けた支援強化 
  

 

３． 福祉人材の確保・育成・定着の対策強化 
 

（1）島根を支える「福祉・介護人材」確保方策の強化 
 

 

４． 災害福祉支援活動の強化に向けた体制整備 
 

（１）災害福祉支援活動の総合拠点 「しまね災害福祉支援センター」 の新設 

（２）全市町村での個別避難計画の早期策定と福祉避難所の環境整備 

  



１． 地域共生社会の実現に向けた基盤の強化 
（1）全市町村での包括的支援体制の構築に向けた支援 

 

島根県内において、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築が

図られるよう「重層的支援体制整備事業」の積極的実施に向けた県域支援体

制の強化を要望します。 
 

【具体的内容】 

１． 島根県地域福祉支援計画への市町村域の包括的支援体制構築に向けた 

具体的支援策等の記載 

２．県が実施する後方支援事業の充実・強化 
 

（例）専任職員の配置、後方支援事業に係る検討会設置、市町村への個別訪問による課題 

の把握・支援、先行実施市町におけるノウハウの蓄積と普遍化(ハンドブック作成）など 
 

３．市町村・市町村社協に対する事業実施に向けたアプローチの強化 

４．県社協との連携による各市町村における課題の把握、および地域の実情に 

応じた支援 

５．全庁横断のプロジェクトチームの立ち上げ  
 

【提言・要望の理由】 
〇近年、混迷する社会経済情勢のもとで生活困窮や社会的孤立の問題が顕在化しつつありま

したが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、状況はより一層深刻なものとなっています。

令和２年３月から、国の新たな制度のもとで一時的な資金需要を支援するためのコロナ特例

貸付を実施しています。今後こうしたコロナ特例貸付者を含め、生活課題を抱える方々の社

会的自立に向けた中長期的な個別支援が強く求められます。 
 

〇こうした中で、社会福祉法において、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供され

る体制を整備することが、市町村の努力義務（社会福祉法第106 条の３）とされています。 

また、国・都道府県の責務として、市町村における重層的支援体制整備事業の実施など、包括

的な支援体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう必要な支援を行うことが規定されてい

ます。（社会福祉法第 6 条） 
 

〇重層的支援体制整備事業の実施自治体数は、全国的には令和４年度は前年よりも 3 倍以上

増加したものの、実施率は 7.8％（134/1,718）にとどまっています。 

本県においては、１９市町村のうち 3 市町で事業が実施され、2 市町で移行準備事業が実施

されていますが、今後一層の全県的な広がりを促進させる必要があります。 
 

〇特に市町村社協は、これまでも相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援に取り組んでき

ています。市町村と市町村社協が連携して重層的支援体制整備事業に取り組むことは、包括

的支援体制を構築する上で有効です。 
 

〇今後、県の後方支援事業を実施していくにあたっては、県と県社協の連携強化により、市町

村・市町村社協双方にアプローチし、行政と社協が一丸となって地域共生社会の実現に向け

た基盤をつくっていくことが重要です。 
 

〇さらに、全市町村での包括的な支援体制構築に向けて、県は福祉部局にとどまらない全庁横

断的な取り組みによる支援強化が必要と考えます。 
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１． 地域共生社会の実現に向けた基盤の強化 

（2）交流拠点としての「子ども食堂」の設置促進 
 

地域の交流拠点としての「子ども食堂」の設置促進に向けた支援強化を要望し

ます。 
 

【具体的内容】 

１．各市町村行政における子ども食堂への支援強化に向けた働きかけ 

２．「子どもの居場所創出支援事業費補助金」の申請条件の緩和と広報・周知 
 

（例）要件となる開催頻度・対象経費について、地域の実情に応じた柔軟な対応 
 

３．県民に対する「子ども食堂サポート事業」の更なる周知 
（例）島根県ホームページへの掲載、広報番組の活用 

 

【提言・要望の理由】 
○子ども食堂は、現在全国に約6,000 か所となっており、毎年その数は増加傾向です。 

本県における子ども食堂の数も増えており、 令和3 年度末に 38 か所、令和 4 年度 6 月末

時点では、４５か所となりました。 
 

〇子ども食堂は貧困対策のみに主眼を置くものではなく、地域の交流拠点であり、地域住民の

自主的な取り組みです。地域の身近な単位に子ども食堂があることは、あらゆる世代の人た

ちの居場所として、新たな繋がりの創出、地域の活性化、孤立感・不安感の軽減へとつながり、

暮らしやすい地域へと繋がります。 
 

〇県社協が長寿社会振興基金を財源に実施している「地域共生社会創造助成事業」において

は、子ども食堂関連の申請が多数あり、子ども食堂開設に向けた機運は着実に高まっている

ことがうかがえます。（R3 年度の助成件数12 件中 5 件が子ども食堂）しかし、小学校区単

位における子ども食堂の設置充足率は、全国で４６位となっており、さらなる推進が必要な状

況といえます。 
 

（参考）子ども食堂数25 か所 （R3.11 月時点） 

島根県内の小学校区数197 か所  子ども食堂のある小学校区数 20 か所  

充足率・・・10.15%   ⇒充足率は全国46 位 （R4.2 月時点） 
 

〇島根県においては、令和 3 年度に子ども食堂の立ち上げ・拡充に係る経費補助を行う「子ど

もの居場所創出支援事業費補助金」を創設されましたが、市町村からは、「住民からの申請

要望があれば予算化できるが、そういった声がないので予算化していない」との回答が多数

ありました。一方、子ども食堂開設希望者や関係者からは、「補助金の相談窓口がわからな

い」という意見や、申請条件の緩和（開設回数要件の緩和、食材費を対象経費として認める

等）を求める声が上がっています。 
 

（参考）令和３年度 １件（美郷町）  令和4 年度 浜田市・美郷町のみが予算化 
 

〇子ども食堂の設置をより促進するためには、市町村において補助金の市町村負担分が予算

化され、 子ども食堂支援窓口を明確にしながら、補助金活用について周知する必要があり

ます。 
 

〇また、県社協が受託実施している「子ども食堂サポート事業」では、子ども食堂全般のコーディ

ネート業務、 食堂運営者によるネットワーク構築、 アドバイザー派遣等を行っていますが、

これらの取り組みについても、県としての周知・広報が求められます。  
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２． 総合的な権利擁護体制の確立 
 （1）地域における成年後見制度の利用促進に向けた支援強化 
 

成年後見制度の利用促進に向け、市町村等における取組実態を把握し、市

民後見人および法人後見等の担い手育成への支援強化を図るとともに、県

内全域での中核機関の早期設置に向けた積極的な支援を要望します。 
 

【具体的内容】 

１．市町村等における取組実態等の把握 
 

＜市町村調査＞ 

利用ニーズ（制度利用者数）、申立数と内訳（市町村長申立て割合等）、担い手の状況（専門職・法人 

後見・市民後見人）、市民後見人確保に向けた研修等の取組状況、専門職団体・家庭裁判所等との 

連携状況、成年後見制度利用支援事業の実施状況（人員配置・予算）、 市町村における成年後見 

制度利用促進の方針、課題 
 

＜専門職団体調査＞  
対象：専門職団体（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、行政書士会など） 

会員数、成年後見等受任可能会員数 
 

２．市民後見人および法人後見等の担い手の育成等への支援 
 

（例）市民後見人養成の標準カリキュラム策定、講師派遣の支援、市町村長申立てに関する実務の支援等 
 

３．県内全域での中核機関の早期設置に向けた積極的な支援 
 

（例）小規模町村における共同設置に向けた支援 
 

【提言・要望の理由】 
○今後、認知症高齢者の増加に伴い、成年後見制度の利用も含む権利擁護支援ニーズの増大

が見込まれます。本県においては、日常生活自立支援事業利用者のうち、成年後見制度への

移行が必要と思われる利用者も多く、 独居高齢者の増加とともに市町村長申立てが必要な

ケースの増加が予測されます。 
 

○県社協が平成２９年度に県内福祉施設に行った調査では、施設入所において９割以上が身元

保証人を求めていること、身元保証人が確保できない場合は、約６割の施設が「成年後見制度

の活用」を挙げており、身寄りのない高齢者等が施設入所をする際には、後見人等受け皿の

安定的な確保が課題となります。 
 

○県社協では県内社会福祉法人に、法人内の社会福祉士等の資格を持つ職員が成年後見人を

受任することの奨励や、法人自らが後見業務を積極的に担うことを提案しています。しかし、

後見人等の受け皿をより一層確保していくためには、県においても各市町村で担い手育成が

促進されるための取り組みを強化していくことが求められます。 
 

○市町村等における成年後見制度の利用促進について取組実態等を把握し、今後の成年後見

制度の担い手の育成等の支援を強化していくことにより、日常生活自立支援事業から成年後

見制度へのスムーズな移行も進むと考えます。 
 

○また、地域の権利擁護支援・成年後見制度の利用促進強化に向けたコーディネート等の「司令

塔機能」を担う中核機関の設置が求められています。 しかし、中核機関が設置されていない

市町村が未だ多くあることから、県として設置に向けた個別的な支援が必要です。 
 

※R3 年度末現在設置済：松江市・益田市・大田市・江津市・雲南市・川本町・美郷町・津和野町（8 市町） 

※R４年度中設置予定：安来市・飯南町・吉賀町・隠岐の島町 （4 市町） 
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３． 福祉人材の確保・育成・定着の対策強化 

 （1）島根を支える「福祉・介護人材」確保方策の強化 
 

島根県における「福祉・介護人材」確保のための一層の取り組み強化を要望

します。 
 

【具体的内容】 

１．福祉・介護人材確保策にかかる県独自の事業展開の強化 
 

（例）福祉・介護人材に係る需給バランス調査、福祉・介護人材の仕事の魅力発信強化、他業種から

の転職、U・I ターン、元気高齢者、外国人、就職に困難を抱える若年者などの幅広な参入促進 
 

２．県関係部局や就職支援機関等の相互の情報共有体制の強化 

 

【提言・要望の理由】 
○本県の「医療・福祉」従事者は、産業別労働人口の 18.9％（R3.経済センサス）と全産業の中

で最も高く、本県を支える主要産業と言えます。しかし、労働力人口の減少とも相まって福祉・

介護人材の確保は一層困難さを増しており、福祉分野の有効求人倍率は 2.54 倍、介護関連

職業に限定すると 3.11 倍（R4.4 島根労働局統計）となっており、2025 年の介護職員数は、

約 460 人不足すると推計されています。（島根県第 8 期計画/介護職員の需要推計） 
    

○特に、県西部の福祉・介護人材不足、中山間地域における訪問介護事業所の人材不足等は逼

迫した状況が続いています。県老人福祉施設協議会や県社会福祉法人経営者協議会などの

福祉事業者団体においても、直面する福祉・介護人材不足への危機感は高く、法人・事業所単

位や業界団体での取り組みには限界があります。 
    

○本県の「福祉・介護人材」確保方策の強化に向けては、県関係部局や就職支援機関等の連携

を強化し、人材確保のための幅広な参入促進に向けた多様なアプローチができる体制を早急

に構築する必要があります。 
 

○また、本県では進学・就職を機にした転出超過が続いており、県行政各部局や就職支援機関

において本県出身の県外学生等に対する就職支援が行われています。しかし、各大学在籍の

本県出身学生数などアプローチに必要な情報は一元化できておらず、就職支援機関が個々に

情報収集や就職支援を展開せざるをえない状況です。一方、大学側からは「島根県としての

学生の情報収集のあり方」への疑問や、「就職支援が一体的に展開されておらず分かりにく

い」といった声が聞かれています。 
 

○転出者の呼び戻しにおいては、若年時からの本県への帰住意識の醸成と併せて、県外転出後

も継続的に関係を繋いでおくことが重要です。就職支援開始時期以前の段階において、県出

身学生等に関する状況を把握し、効果的な取り組みに繋げる必要があります。 
  

〇今後、「福祉・介護人材」確保に向けた情報共有体制の強化を図り、県関係部局や就職支援機

関等が一体的かつ効果的な就職支援が実施できる体制を構築し、人材の参入促進や県外転

出者の呼び戻し等を促進する必要があります。  
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４． 災害福祉支援活動の強化に向けた体制整備 
 

（１）災害福祉支援活動の総合拠点 「しまね災害福祉支援センター」 の新設 
 

頻発する自然災害に対して切れ目のない支援を効果的に展開するため、 

令和５年度から常設の「しまね災害福祉支援センター」を島根県社協に設置

し、その運営に係る費用に対する公費負担を要望します。 
 

【具体的内容】 

１．「しまね災害福祉支援センター」の島根県社協への設置   

＊災害VC や DWAT 活動に係る平時からのネットワーク形成・人材育成 

の充実強化 

＊県と県社協の連携による「災害ケースマネジメント」の市町村への普及 
 

２．センター運営にあたる人員配置や運営に係る費用に対する公費負担 

 

【提言・要望の理由】 
〇災害発生前から社会的脆弱性を抱えている人びとは、被災したことで課題がより深刻化・長

期化することが危惧されます。さらに、災害発生を契機にそれまでは支援が必要でなかった

人が、困窮に陥ったり困りごとを抱えたりと、災害発生により支援が必要になる人が増大する

ことも予想されます。 
 

〇このような社会的脆弱性を抱える被災者（住民）の生活再建に向けて、公私の機関・団体が連携

し、福祉的視点から被災者ニーズに応じた支援を行っていくのが「災害福祉支援活動」です。

本県における災害福祉支援活動には、 県社協が行う ①発災時における市町村社協の災害

ボランティアセンター設置・運営を支援する「島根県災害ボランティアセンター」と、 ②被災市

町村からの要請に基づく「災害派遣福祉チーム（しまね DWAT）」があります。しかし、これ以

外の災害福祉支援活動も含めて総合的にコーディネートしていく拠点は設置されておらず、

また県災害ボランティアセンターの設置にかかる公費負担も十分ではありません。 
 

〇国の防災基本計画（R3.5）において、特に、孤立防止や生活再建に向けた寄り添い型の相談

支援策として、「災害ケースマネジメント」が国と地方公共団体の努力義務として追記されまし

た。本県においても「災害ケースマネジメント」による支援活動は、今後の災害福祉支援活動と

して重要であり、今後、「災害ケースマネジメント」の島根県地域防災計画での位置づけや、各

市町村への普及を図るための新たな取り組みが必要です。 
 

〇本県における災害ボランティアセンターおよび DWAT 活動に係る平時からのネットワーク形

成・人材育成を充実強化するとともに、県と県社協の連携による「災害ケースマネジメント」の

市町村をはじめとする関係者・団体への普及を図ることは、県民の安心に繋がります。 
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４． 災害福祉支援活動の強化に向けた体制整備 
（2）全市町村での個別避難計画の早期策定と福祉避難所の環境整備 

 

災害発生時、障がい者・高齢者など避難行動要支援者・災害時要配慮者が、

安心して福祉避難所を利用できる体制と環境の整備を提言します。 
 

【具体的内容】 

１．個別避難計画策定が進まない要因の把握と、それに基づく個別避難計画 

策定に向けた支援の強化 
 

（例）県内の優良事例の提供、またそれらを素材とする研修の実施 
 

２．福祉避難所ごとの「避難者受入・運営マニュアル」の策定に向けた技術的 

支援 

 

【提言・要望の理由】 
〇災害発生時、高齢者や障がい者、妊産婦など特に配慮を要する災害時要援護者には、福祉避難

所での対応が不可欠です。これまでは、一般避難所への避難後に、希望者等が福祉避難所に

移動することが一般的でしたが、令和３年５月改正の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」

では、福祉避難所への直接の避難が促進されることとなり、これまで以上に迅速な福祉避難

所の立ち上げが求められることとなりました。 
 

〇県社協が令和２年度に実施した「島根県内の福祉避難所の運営等に関する実態調査」におい

て、実際に福祉避難所を設置・運営する際の人員配置や場所の確保、だれがどのような役割

を担うかといったことについて、行政と福祉避難所に指定されている管理者との間で十分に

協議されていないことが伺え、福祉避難所運営の実効性が担保されていないことが明らかに

なりました。 
 

〇令和３年５月施行の「災害対策基本法等の一部を改正する法律」において、個別避難計画の作

成に取り組むことが市町村の努力義務とされました。本県においては、｢避難行動要支援者・

個別避難計画実務研修｣開催等を通じ、市町村での計画策定支援が行われているところです

が、全市町村での早急な個別避難計画の策定（福祉避難所に直接避難することが想定されて

いる災害時要援護者数の把握）を促進するともに、避難者数に応じた福祉避難所の確保が喫

緊の課題となっています。 
 

〇また、福祉避難所に指定される施設には多様な種別形態があることから、福祉避難所ごとに

規模や特性等を踏まえた「避難者受入・運営マニュアル」等の策定が必要です。県において

は、その策定が各市町村において進められるような支援が求められます。 
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NO. 団　体　名 役　職 氏　　名

1 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会 会 長 小 林　淳 一

2 社会福祉法人 島根県共同募金会 会 長 若 佐　博 之

3 島根県障害者社会参加推進センター センター長 福 井　幸 夫

4 島根県民生児童委員協議会 会 長 住 田　達 宣

5 公益財団法人 島根県老人クラブ連合会 会 長 安 達  伸 次

6 島根県身体障害者団体連合会 会 長 福 井　幸 夫

7 公益財団法人 島根県障害者スポーツ協会 理事長 福 井　幸 夫

8 島根県心身障害児（者）親の会連合会 会 長 室 崎　富 恵

9 島根県手をつなぐ育成会 会 長 室 崎　富 恵

10 島根県知的障害者施設保護者会連合会 会 長 福 間　廣 明

11 島根県民間社会福祉事業従事者互助会 理事長 若 佐　博 之

12 島根県社会福祉法人経営者協議会 会 長 室 崎　富 恵

13 島根県児童入所施設協議会 会 長 景 山　博 教

14 島根県保育協議会 会 長 堀 江　泰 誠

15 島根県老人福祉施設協議会 会 長 原　　 成　充

16 島根県知的障害者福祉協会 会 長 室 崎　富 恵

17 島根県里親会 会 長 関 口　晃 司

18 島根県救護施設協議会 会 長 国 頭　正 治

19 島根県母子生活支援施設運営協議会 会 長 來 海　正 幸

20 しまね小規模ケア連絡会 会 長 槻 谷　和 夫

21 島根県地域包括支援センター連絡会 会 長 足 立　卓 久

22 一般社団法人島根県社会福祉士会 会 長 山 本　尚 樹

23 一般社団法人島根県介護福祉士会 会 長 山 本　克 哉

24 一般社団法人島根県精神保健福祉会連合会 理事長 安部 美佐子

25 島根県精神保健福祉士会 会 長 貝  谷 　　昭

26 高次脳機能障害友の会「らぶ」 会 長 西  村　　 敏

島根県社会福祉団体連絡協議会　構成団体一覧



島根県市町村社会福祉協議会会長会構成員名簿 

 

No. 社 協 名 氏 名 会長会役職 

１ 松江市社会福祉協議会 松 浦 正 敬  

２ 浜田市社会福祉協議会 中 島 良 二  

３ 出雲市社会福祉協議会 渡 部 英 二  

４ 益田市社会福祉協議会 末 成 弘 明  

５ 大田市社会福祉協議会 西 村 俊 二  

６ 安来市社会福祉協議会 小 笹 邦 雄 会 長 

７ 江津市社会福祉協議会 藤 田 和 雄  

８ 雲南市社会福祉協議会 秦  和 夫  

９ 奥出雲町社会福祉協議会 山 本 勝 昭  

10 飯南町社会福祉協議会 小 野  彰  

11 川本町社会福祉協議会 三 上 能 人  

12 美郷町社会福祉協議会 上 田 賢 逸  

13 邑南町社会福祉協議会 日野原 哲 夫  

14 津和野町社会福祉協議会 内 谷 澄 男  

15 吉賀町社会福祉協議会 石 井 澄 男  

16 海士町社会福祉協議会 杵 築 泰 久  

17 西ノ島町社会福祉協議会 前 田 安 住  

18 知夫村社会福祉協議会 渡 部 信 行  

19 隠岐の島町社会福祉協議会 吉 田 義 隆  

 


